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議案第６号  

 

財産の取得について 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋等を次のとおり取得する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

１ 取得する財産 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋   ６３,３６０セット 

トイレ本体               １６台 

トイレ用テント             １６台 

チリ紙             ４２,０００枚 

２ 契約の相手方   

藤沢市朝日町１０番地の７ 旭ビル５階 

株式会社河本総合防災湘南支店 

支店長 伊 藤 政一郎 

３ 取得価格 

６７,９７９,１２０円 

４ 取得時期 

２０２１年（令和３年）３月１９日 

 

 

 

提案理由 

災害時のトイレ設備の充実を図るため，財産の取得をしたいので，藤沢市議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により提出

する。 
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参 考 

藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 抜粋 

（財産の取得又は処分） 

第３条 法第９６条第１項第８号の規定により，議会の議決に付さなければならな

い財産の取得又は処分は，予定価格２０，０００，０００円以上の不動産若しくは動

産の買入れ若しくは売渡し（土地については，１件５，０００平方メートル以上の

ものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売渡しとする。 
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＜議案第６号資料１＞ 

 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋等供給契約の相手方状況調書 

 

１ 会 社 名  藤沢市朝日町１０番地の７ 旭ビル５階 

株式会社河本総合防災湘南支店 

支店長 伊 藤 政 一 郎 

２ 資 本 金  ８０,０００千円 

３ 職 員 数  全体 ９３人   湘南支店 ４人 

４ 創   業  １９５７年（昭和３２年） 

５ 主な物件供給実績 

災害備蓄用粉ミルクほか（藤沢市発注） 

   ２０１９年（平成３１年） ３月納入 

                    ２,６４２千円 

  消防用ホース（藤沢市発注） 

   ２０１７年（平成２９年）１２月納入 

                    ４,９６３千円 
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＜議案第６号資料２＞ 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋等供給契約入札状況調書 

業 者 名  入 札 金 額 摘 要 

株式会社河本総合防災湘南支店 ６１,７９９,２００円 落 札 

Ｄ Ｒ プ ラ ン ニ ン グ 株 式 会 社 ６２,６４４,０００円  

有 限 会 社 板 垣 商 店 ６３,１７２,０００円  

有 限 会 社 フ ィ ー ル ド 藤 沢 支 店 ６３,２７７,６００円  

相 日 防 災 株 式 会 社 藤 沢 支 店 ６３,４８８,８００円  

 

予 定 価 格 ６２,６４５,０００円  

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が

法律上の入札金額です。 
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議案第７号  

 

財産の取得について 

災害備蓄用毛布を次のとおり取得する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 取得する財産 

災害備蓄用毛布   ４,６００枚 

２ 契約の相手方 

藤沢市立石二丁目１番１０号 

有限会社板垣商店 

代表取締役 板 垣  力 

３ 取得価格 

２２,２６４,０００円 

４ 取得時期 

２０２１年（令和３年）３月１９日 

 

 

 

提案理由 

災害時，避難所生活を行う上で必要な物資の充実を図るため，財産の取得をした

いので，藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定により提出する。 
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＜議案第７号資料１＞ 

 

災害備蓄用毛布供給契約の相手方状況調書 

 

１ 会 社 名  藤沢市立石二丁目１番１０号 

有限会社板垣商店 

代表取締役 板 垣  力 

２ 資 本 金  ５,０００千円 

３ 職 員 数  ５人 

４ 創   業  １９８０年（昭和５５年） 

５ 主な物件供給実績 

災害備蓄用毛布（藤沢市発注） 

２０１９年（令和元年）８月納入 

７,４１３千円 

藤沢市消防団 高性能防火衣（藤沢市発注） 

２０１８年（平成３０年）１０月納入 

１０,１７４千円 
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＜議案第７号資料２＞ 

災害備蓄用毛布供給契約入札状況調書 

業 者 名  入 札 金 額 摘 要 

有 限 会 社 板 垣 商 店  ２０,２４０,０００円 落 札 

株式会社河本総合防災湘南支店 ２０,７００,０００円  

Ｄ Ｒ プ ラ ン ニ ン グ 株 式 会 社 ２０,７００,０００円  

株 式 会 社 湘 南 ダ イ イ チ ２１,１６０,０００円  

有限会社フィールド藤沢支店 ２１,３９０,０００円  

相 日 防 災 株 式 会 社 藤 沢 支 店 ２１,５２８,０００円  

株 式 会 社 さ い か 屋 藤 沢 店  辞 退 

 

予 定 価 格 ２０,７００,０００円  

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が

法律上の入札金額です。 
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議案第８号  

 

財産の取得について 

学習用ノートパソコンを次のとおり取得する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 取得する財産 

コンバーチブル型ノートパソコン   １０,２９１台 

２ 契約の相手方 

藤沢市南藤沢２番１～１号 フジサワ名店ビル 

株式会社有隣堂藤沢営業所 

所長 石 井 義 孝 

３ 取得価格 

５０４,８７６,４６０円 

４ 取得時期 

２０２０年（令和２年）１２月２８日 

 

 

 

提案理由 

文部科学省が公表する「ＧＩＧＡスクール構想」に基づき，市立中学校に通う生

徒に１人１台の学習用端末を整備するため，財産の取得をしたいので，藤沢市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により提

出する。 
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＜議案第８号資料１＞ 

 

学習用ノートパソコン供給契約の相手方状況調書 

 

１ 会 社 名  藤沢市南藤沢２番１～１号 フジサワ名店ビル 

株式会社有隣堂藤沢営業所 

所長 石 井 義 孝 

２ 資 本 金  ５０,０００千円 

３ 職 員 数  全体３６４人   藤沢営業所６人    

４ 創   業  １９０９年（明治４２年） 

５ 主な物件供給実績 

分庁舎什器備品その４（椅子）（藤沢市発注） 

２０１９年（令和元年）１２月納入 

６４,０４０千円 

学校教育用ＩＣＴ機器（プロジェクターほか）（藤沢市発注） 

２０１９年（令和元年） ８月納入 

１２６,３２１千円 
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＜議案第８号資料２＞ 

学習用ノートパソコン供給契約入札状況調書 

業 者 名  入 札 金 額 摘 要 

株 式 会 社 有 隣 堂 藤 沢 営 業 所  ４５８,９７８,６００円 落 札 

 

予 定 価 格 ４５８,９７８,６００円  

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が

法律上の入札金額です。 
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議案第９号  

 

財産の取得時期の変更について 

令和元年９月４日に議決された財産の取得（都市ボランティアユニフォーム）の

取得時期について，次のとおり変更する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 契約の相手方 

  東京都江東区新砂三丁目１番１８号 

    アシックスジャパン株式会社 

     代表取締役社長 小 林 淳 二 

２ 変更内容 

取得時期 

変  更  前 変  更  後 

２０２０年（令和２年）６月１５日 ２０２０年（令和２年）１０月３１日 

 

 

 

提案理由 

都市ボランティアユニフォームの取得時期を変更したいので，藤沢市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により提出する。 
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議案第１０号  

 

工事請負契約の締結について 

藤沢聖苑北側斜面地対策工事について，次のとおり請負契約を締結する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 契約の相手方 

  藤沢市鵠沼石上三丁目３番２号 

株式会社西尾建設 

 代表取締役 西 尾 雄一郎 

２ 工事の概要 

(1) 地山補強土工事一式 

(2) 法
のり

面ネット工事一式 

(3) 附帯工事一式 

３ 契約金額 

  １７８,３８７,０００円 

４ 工事の場所 

藤沢市大鋸１２５１番地 

５ 工 期 

議決の日着工 

２０２２年（令和４年）１月２１日しゅん工予定 

 

 

提案理由 

藤沢聖苑北側斜面地対策工事について，請負契約を締結したいので，藤沢市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提

出する。 
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参 考 

藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 抜粋 

（契約） 

第２条 法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない

契約は，予定価格１５０，０００，０００円以上の工事又は製造の請負とする。 
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＜議案第１０号資料１＞ 

 

藤沢聖苑北側斜面地対策工事請負契約の相手方状況調書 

 

１ 会 社 名       藤沢市鵠沼石上三丁目３番２号 

株式会社西尾建設 

 代表取締役 西 尾 雄 一 郎 

２ 資 本 金       ２０，０００千円 

３ 年間工事高       

  平成31 年4 月期 土木一式工事 １６５,７２１千円 

 その他工事 ２７４,４０７千円 

 合 計 ４４０,１２８千円 

  平成30 年4 月期 土木一式工事 ３０１,７５２千円 

 その他工事 １９１,８１７千円 

 合 計 ４９３,５６９千円 

４ 職 員 数        技術職員      １１人 

          事務職員       ３人 

          合  計      １４人 

５ 創 業        １９６６年（昭和４１年） 

６ 主な工事実績 

  南部処理区管渠更生工事（その２）（藤沢市発注） 

   ２０１９年（令和元年）１０月しゅん工 

                    ６８,３２２千円 

  片瀬山地区避難経路沿線斜面地対策工事（第５工区）（藤沢市発注） 

   ２０１９年（平成３１年）２月しゅん工 

                   １０６,７４３千円 
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＜議案第１０号資料２＞ 

藤沢聖苑北側斜面地対策工事入札状況調書 

 

 業 者 名                 入 札 金 額 摘 要 

株式会社西尾建設 
千円  

１６２,１７０ 
落 札 

森山建設株式会社 １６２,８８０  

日髙建設株式会社 １７８,０００  

株式会社エノモト １８０,０００  

株式会社入内島土建  辞 退 

株式会社渡博建設  辞 退 

タイヨー建設株式会社  辞 退 

株式会社湘南営繕協会 １４４,２００ 失 格 

伊澤建設株式会社 １４４,４８０ 失 格 

株式会社堀本工務店 １４４,６１０ 失 格 

株式会社門倉組 １４５,２００ 失 格 

三和工業株式会社 １４５,４３３ 失 格 

 

 

予 定 価 格 
千円  

１８１,３４０ 

 

調 査 基 準 価 格 １６１,８２０ 

 

失 格 基 準 価 格 １４５,６３８ 

 

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が法

律上の入札金額です。 
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議案第１１号  

 

工事請負契約の締結について 

石名坂環境事業所整備工事について，次のとおり請負契約を締結する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

１ 契約の相手方 

  東京都大田区羽田旭町１１番１号 

荏原環境プラント株式会社営業本部    

 本部長 佐 藤 誉 司           

２ 工事の概要 

 (1) 廃熱ボイラー水管補修工事一式 

 (2) ろ過式集じん器ろ布取替工事一式 

３ 契約金額 

  １９１,８４０,０００円 

４ 工事の場所 

藤沢市本藤沢二丁目１番１号 

５ 工 期 

議決の日着工 

２０２１年（令和３年）３月１５日しゅん工予定 

 

 

 

提案理由 

石名坂環境事業所整備工事について，請負契約を締結したいので，藤沢市議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提出

する。 
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＜議案第１１号資料＞ 

 

石名坂環境事業所整備工事請負契約の相手方状況調書 

 

１ 会 社 名  東京都大田区羽田旭町１１番１号 

荏原環境プラント株式会社 

代表取締役社長 渡 邉 良 夫 

（営業本部本部長 佐 藤 誉 司） 

２ 資 本 金  ５,８１２,０００千円 

３ 年間工事高 

令和元年12月期 機械器具設置工事  ９,０６６,２８５千円 

そ の 他 工 事 １９,６５５,０００千円 

合            計 ２８,７２１,２８５千円 

平成30年12月期 機械器具設置工事 １０,２４３,１３６千円 

そ の 他 工 事 １３,０６６,１１９千円 

合      計 ２３,３０９,２５５千円 

４ 職 員 数  技術職員      １,７１８人 

          事務職員        ３１３人 

          合  計      ２,０３１人 

５ 創 業  ２００６年（平成１８年） 

６ 主な工事実績 

石名坂環境事業所整備工事（藤沢市発注） 

２０２０年（令和２年）３月しゅん工 

             １,５９０,８４０千円 

    石名坂環境事業所整備工事（藤沢市発注） 

２０１８年（平成３０年）３月しゅん工 

               ８１５,４００千円 
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議案第１２号  

 

製造請負契約の締結について 

救助工作車の製造について，次のとおり請負契約を締結する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 契約の相手方 

横浜市神奈川区二ツ谷町１番地８ 

帝商株式会社横浜営業所 

所長 寺 本 安 孝 

２ 製造すべき車両 

救助工作車   １台 

３ 契約金額 

２０１,８５０,０００円 

４ 製造工期 

議決の日着工 

２０２１年（令和３年）３月１９日納入期限 

 

 

 

提案理由 

南消防署に配備している救助工作車の老朽化に伴う車両更新のため，製造請負契

約を締結したいので，藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により提出する。 
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＜議案第１２号資料１＞ 

 

救助工作車製造請負契約の相手方状況調書 

 

１ 会 社 名  横浜市神奈川区二ツ谷町１番地８ 

帝商株式会社横浜営業所 

所長 寺 本 安 孝 

２ 資 本 金  ８５,０００千円 

３ 職 員 数  全体４７人   横浜営業所４人 

４ 創   業  １９４８年（昭和２３年） 

５ 主な製造請負実績 

救助工作車・高度救助用資機材（藤沢市以外発注） 

２０１８年（平成３０年）２月納入 

１５８,９７６千円 

救助工作車（３型）（藤沢市以外発注） 

２０１８年（平成３０年）２月納入 

１５３,３７０千円 
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＜議案第１２号資料２＞ 

救助工作車製造請負契約入札状況調書 

業 者 名  入 札 金 額 摘 要 

帝 商 株 式 会 社 横 浜 営 業 所 １８３,５００,０００円 落 札 

日本機械工業株式会社本社営業部 １９５,８００,０００円  

ジーエムいちはら工業株式会社 

東 京 営 業 所 
   １９７,４００,０００円  

株 式 会 社 モ リ タ 東 京 支 店 １９７,５００,０００円  

株 式 会 社 野 口 ポ ン プ 製 作 所 １９８,０００,０００円  

 

予 定 価 格 １８７,１５６,７３０円  

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が

法律上の入札金額です。 
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議案第１３号  

 

市道の認定について 

 次のとおり市道の路線を認定する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

整理 

番号 
路 線 名 

起       点 幅 員 

   ｍ 

延 長 

   ｍ 終       点 

１ 
藤沢 

７６９号線 

本町四丁目１４７０番１地先 6.0 
～ 

25.0 

236.2 
本町四丁目１４７０番４６地先 

２ 

藤沢 

７７０号線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町四丁目１４７０番２８地先 
6.0 228.6 

本町四丁目１４７０番１３７地先 

３ 
藤沢 

７７１号線 

本町四丁目１４７０番１３９地先 
6.0 246.1 

本町四丁目１４７０番５５地先 

４ 
藤沢 

７７２号線 

本町四丁目１４７０番９１地先 
6.0 87.0 

本町四丁目１４７０番８２地先 

５ 
藤沢 

７７３号線 

本町四丁目１４７０番６７地先 
6.0 26.6 

本町四丁目１４７０番６０地先 

６ 
藤沢 

７７４号線 

本町四丁目１４７０番６７地先 
6.0 63.5 

本町四丁目１４７０番２９地先 

７ 
明治 

５２５号線 

羽鳥三丁目１０３９番７３地先 
6.0 52.6 

羽鳥三丁目１０３９番１地先 
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８ 
長後 

９２８号線 

下土棚字渋谷ノ里１１５２番１２地先 
5.0 86.8 

下土棚字渋谷ノ里１０５９番１９地先 

９ 
本町 1号 

歩行者専用道 

本町四丁目１４７０番１地先 
3.0 33.2 

本町四丁目１４７０番９９地先 

１０ 

本町２号 

歩行者専用道 

本町四丁目１４７０番１２３地先 
4.0 26.0 

本町四丁目１４７０番１１０地先 

 

 

 

提案理由 

 藤沢７６９号線ほか９路線を認定したいので，道路法第８条第２項の規定により

提出する。 

 

 

 

参 考 

 道路法 抜粋 

 （市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは，市町村の区域内に存する道路で，市町村長

がその路線を認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては，あらか

じめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 
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議案第１４号  

 

藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部改正について 

 藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

藤沢市一般職員の給与に関する条例（昭和２６年藤沢市条例第６号）の一部を次

のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

１３ 当分の間 ，別表第７の規定にかかわらず，その特別の考慮の必要性が高い

ものとして市長が規則で定める場合に係る感染症業務手当の額は１勤務につき

３,０００円と，その特別の考慮の必要性が特に高いものとして市長が規則で定

める場合に係る感染症業務手当の額は１勤務につき４,０００円とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行し，令和２年２月１日から適用する。 

 （感染症業務手当の内払） 

２ 改正後の藤沢市一般職員の給与に関する条例附則第１３項の規定を適用する場

合においては，改正前の藤沢市一般職員の給与に関する条例第１０条の規定に基

づいて支給された感染症業務手当は，同項の規定による感染症業務手当の内払と

みなす。 
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提案理由 

 この条例を提出したのは，新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処す

るため，感染のリスク等極めて厳しい勤務環境において業務に従事した場合におけ

る感染症業務手当の額の特例を定める必要による。 
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議案第１５号  

 

藤沢市市税条例の一部改正について 

 藤沢市市税条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市市税条例の一部を改正する条例 

藤沢市市税条例（平成１０年藤沢市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第２３条の２第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第３４９条の３第２７項」

に改め，同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を「第３４９条の３第２８項」

に改め，同条第３項中「第３４９条の３第３０項」を「第３４９条の３第２９項」

に改める。 

第２３条の３見出し中「及び第１５条の８」を「，第１５条の８及び第６２条」

に改め，同条第２項を削り，同条第３項中「第１５条第２項第６号」を「第１５条

第２項第５号」に改め，同項を同条第２項とし，同条中第４項を第３項とし，第５

項を第４項とし，同条第６項中「第１５条第２９項」を「第１５条第２６項」に改

め，同項を同条第５項とし，同条第７項中「第１５条第３０項第１号」を「第１５

条第２７項第１号」に改め，同項を同条第６項とし，同条第８項中「第１５条第

３０項第２号」を「第１５条第２７項第２号」に改め，同項を同条第７項とし，

同条第９項中「第１５条第３０項第３号」を「第１５条第２７項第３号」に改め，

同項を同条第８項とし，同条第１０項中「第１５条第３１項第１号」を「第１５条

第２８項第１号」に改め，同項を同条第９項とし，同条第１１項中「第１５条第

３１項第２号」を「第１５条第２８項第２号」に改め，同項を同条第１０項とし，

同条第１２項中「第１５条第３３項第１号」を「第１５条第３０項第１号」に改め，

同項を同条第１１項とし，同条第１３項中「第１５条第３３項第２号」を「第１５

条第３０項第２号」に改め，同項を同条第１２項とし，同条第１４項中「第１５条
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第３３項第３号」を「第１５条第３０項第３号」に改め，同項を同条第１３項とし，

同条第１５項中「第１５条第３８項」を「第１５条第３４項」に改め，同項を同条

第１４項とし，同条第１６項を削り，同条第１７項中「第１５条第４４項」を「第

１５条第３８項」に改め，同項を同条第１５項とし，同条第１８項中「第１５条第

４５項」を「第１５条第３９項」に改め，同項を同条第１６項とし，同条第１９項

中「第１５条第４７項」を「第１５条第４１項」に改め，同項を同条第１７項とし，

同条中第２０項を第１８項とし，同項の次に次の１項を加える。 

１９ 法附則第６２条の条例で定める割合は，０とする。 

附則第２４項の次に次の１項を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

２５ 第７条の２第７項の規定は，法附則第５９条第３項において準用する法第

１５条の２第８項の条例で定める期間について準用する。 

   附 則 

(施行期日) 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

  (経過措置) 

２ この条例による改正後の藤沢市市税条例第２３条の２及び第２３条の３の規定

は，令和３年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し，令和

２年度分までの固定資産税及び都市計画税については，なお従前の例による。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，地方税法の一部が改正されたことを受けて，固定資産

税の課税標準の特例割合を定め，及び新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予

の特例が設けられたことに伴う所要の改正等をする必要による。 
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議案第１６号  

 

藤沢市手数料条例の一部改正について 

 藤沢市手数料条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市手数料条例の一部を改正する条例 

藤沢市手数料条例（平成１２年藤沢市条例第４８号）の一部を次のように改正

する。 

別表第５の１７の表８の項中「第１４条第９項」を「第１４条第１３項」に改め

る。 

附 則 

この条例は，令和２年９月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保

等に関する法律の一部が改正されたことに伴い，規定の整備をする必要による。 
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議案第１７号  

 

藤沢市藤沢駅前広場条例の制定について 

 藤沢市藤沢駅前広場条例を次のように定める。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市藤沢駅前広場条例 

（目的及び設置） 

第１条 本市の都心部であり，藤沢・湘南の玄関口でもある藤沢駅街区を，市民等の

憩い，賑わい，交流の場とすることにより，藤沢駅周辺及び本市の魅力を発信し，

もって本市の付加価値を高めるため，藤沢市藤沢駅前広場（以下「広場」という。）

を設置する。 

（位置） 

第２条 広場の名称及び位置は，次のとおりとする。 

名称 位置 

サンパール広場 藤沢市藤沢５５２番６ 

サンパレット広場 藤沢市藤沢４６０番５ 

 (利用) 

第３条 広場は，第５条の規定により使用を許可した場合及び管理上必要がある場

合を除き，広く一般に開放するものとする。 

（行為の禁止） 

第４条 広場においては，次に掲げる行為（第８号から第１５号までに掲げる行為

にあっては歩行者の往来に相当の影響を与えるおそれがなく，かつ，営利を目的

としたものとは認められないものを除く。）をしてはならない。ただし，第８号か

ら第１５号までに掲げる行為については，次条の規定による許可を得て行う場合
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にあっては，この限りでない。 

(1) 施設，設備等を毀損し，又は汚損すること。 

(2) 火災，爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為 

(3) 暴力を用い，その他利用者の迷惑となる行為 

(4) ごみ，空き缶その他汚物を投棄し，又は悪臭を発生させること。 

(5) 樹木を伐採し，又は植物を採取すること。 

(6) 歩行者動線上に施設，物品等を設置することその他歩行者の妨げとなること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか，指定管理者が広場の管理運営上特に必要がある

と認めて禁止する行為 

(8) 興行，展示会，集会，その他これらに類する行為 

(9) 営利を目的として物品を販売し，若しくは販売させ，又は金品の寄附募集等

の行為を行い，若しくは行わせること。 

(10)広告物又はこれに類する物を表示し，配布し，又は散布すること。 

(11)業として写真，映画等を撮影すること。 

(12)火気を使用すること。 

(13)球戯，スケートボード，ローラースケートその他これらに類する行為 

(14)施設，物品等を設置し，又は放置すること。 

(15)車両を乗り入れること。 

（使用の許可等） 

第５条 広場の一部を独占して使用しようとする者は，あらかじめ指定管理者（第

１２条に規定する市長が指定するものをいう。以下同じ。）の許可を受けなければ

ならない。 

２ 指定管理者は，次の各号のいずれかに該当する場合は，前項の規定による許可

（以下「使用許可」という。）をしないものとする。 

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）若しくは同条第

２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下これら

を「暴力団関係者」という。）又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体

による利用である場合 



- 30 - 

(3) 藤沢市暴力団排除条例（平成２３年藤沢市条例第１８号）第９条に規定する

暴力団の利益となる場合 

(4) その他広場の管理運営上支障があると認める場合 

３ 指定管理者は，広場の管理運営上必要があると認めるときは，その使用許可に

条件を付けることができる。 

４ 指定管理者は，次の各号のいずれかに該当するときは，使用許可を取り消し，又

は使用を制限し，若しくは停止することができる。 

(1) 使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）が使用許可に付した条件に違

反したとき。 

(2) 使用者が第２項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(3) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(4) 工事その他の広場の管理上やむを得ない理由が生じたとき。 

５ 指定管理者は，前項第１号から第３号までの規定に該当し，使用の許可を取り

消し，又は使用を制限し，若しくは停止した場合において，使用者に損害が生ずる

ことがあっても，その責任を負わない。 

６ 使用者は，使用許可を受けた目的以外に広場を使用し，又はその使用の権利を

他人に譲渡し，若しくは転貸してはならない。 

７ 使用者は，広場の使用に当たって特別の設備を設け，又は特殊な物件を搬入し

ようとするときは，あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。 

（使用許可事項の変更） 

第６条 使用者は，使用許可を受けた事項を変更しようとするときは，指定管理者

の許可を受けなければならない。 

（利用料金） 

第７条 使用者は，施設等の使用に係る料金（以下「利用料金」という。）を指定管

理者が指定する期日までに，支払わなければならない。 

２ 利用料金の額は，別表に定める金額を超えない範囲内において，あらかじめ市

長の承認を得て，指定管理者が定める。 

３ 利用料金は，指定管理者の収入とする。 

（利用料金の減免） 

第８条 指定管理者は，市長が別に定める基準に従い，利用料金を減額し，又は免除 
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することができる。 

（既納の利用料金の不返還） 

第９条 既納の利用料金は，返還しない。ただし，指定管理者は，市長が別に定める

基準に従い，その全部又は一部を返還することができる。 

（原状回復） 

第１０条 使用者は，その使用を終わったとき，又は第５条第４項の規定により使

用の許可を取り消され，若しくはその使用を停止されたときは，自己の費用をも

って直ちに原状に回復し，指定管理者に引き渡さなければならない。 

２ 使用者が前項に定める義務を履行しないときは，指定管理者がこれを代行し，

その費用を使用者から徴収するものとする。 

（損害賠償） 

第１１条 使用者は，その使用により広場の設備又は施設等を毀損し，又は亡失し

たときは，これに相当する額を賠償しなければならない。 

（指定管理者による管理） 

第１２条 広場の管理は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

３項の規定により，法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせるも

のとする。 

（指定管理者が行う業務） 

第１３条 指定管理者が行う業務は，次のとおりとする。 

(1) 第１条に規定する目的に寄与する，広場において実施する事業に関する業務 

(2) 広場の維持管理に関する業務 

(3) 広場の使用許可及びその取消しに関する業務 

（指定管理者の指定等） 

第１４条 指定管理者の指定の手続等については，藤沢市公の施設の指定管理者の

指定の手続等に関する条例（平成１５年藤沢市条例第１９号）の定めるところに

よる。 

（委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による広場の使用に関し必要な手続その他の行為は，この条例の施行

の日前においても行うことができる。 

別表第１（第７条関係） 

場所 
使用 

区分 
単位 

金額 

平日 休日等 

サンパール広場 全面 １日 １９６,８００円 ４４２,８００円 

 
ガーデンパーク 

全面 １日 １６,０００円 ３６,０００円 

 半面 １日 ８,０００円 １８,０００円 

 ガーデンテラス 全面 １日 １２,０００円 ２７,０００円 

 待ち合わせ広場 全面 １日 １２,０００円 ２７,０００円 

 上記以外の部分  １㎡ 

８０円 

（非営利の利用に

あっては４０円） 

１８０円 

（非営利の利用に

あっては９０円） 

サンパレット広場 全面 １日 ４９,６００円 １１１,６００円 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，藤沢市藤沢駅前広場の供用を開始する必要による。 
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議案第１８号  

  

藤沢市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例の制定について 

藤沢市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例を次のように定める。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

  

 

藤沢市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，この市が実施する公共下水道事業に関し，都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）第７５条第１項の規定により徴収する受益者負担金

及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２４条の規定により徴収する

受益者分担金（以下「負担金等」という。）の徴収に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。 

(1) 公共下水道 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第３号に規定する

公共下水道をいう。 

 (2) 公共下水道事業 都市計画法第５９条第１項の規定による認可（同法第

６３条第１項の規定による認可を含む。）を受け，又は下水道法第４条第１

項の規定による事業計画を定めて行う公共下水道の整備に関する事業をいう。 

 (3) 区域外流入 下水道法第４条第１項の規定による事業計画に定める区域外

の土地において排水設備を設け，当該土地の汚水を公共下水道に流入させる

ことをいう。 

 (4) 受益者 公共下水道の排水区域内に存する土地（受益者分担金に係るもの

にあっては，建築物の敷地）又は区域外流入に係る土地の所有者（当該土地
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について地上権，賃借権その他の土地を排他的に使用することができる権利

（これらの権利で一時使用のため設定されたものを除く。（以下「地上権等」

という。））を有する者があるときは，当該者）をいう。 

 (5) 受益地 前号の公共下水道の排水区域内に存する土地又は区域外流入に係

る土地をいう。 

（受益者） 

第３条 市長は，受益地において土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）

による土地区画整理事業が施行されている場合において，必要があると認める

ときは，換地処分がなされていない土地を換地処分がなされているものとみな

し，その受益者を定めることができる。  

（負担金等の額） 

第４条 受益者が負担する負担金等の額は，当該受益者が次条の公告の日現在に

おいて所有し，又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域

内の受益地の面積１平方メートルにつき，受益者負担金にあっては別表に掲げ

る１平方メートル当たりの受益者負担金の額を，受益者分担金にあっては

８００円を乗じて得た額とする。この場合において，当該負担金等の額に１円

未満の端数があるときはその端数を，その全額が１円未満であるときはその全

額を切り捨てるものとする。 

２ 前項の受益地の面積は，登記簿その他の公簿に記載された地積によるものと

する。ただし，当該登記簿の地積と事実とが著しく異なるときは，市長が実測

その他の方法により認定した面積を当該受益地の面積とすることができる。 

（徴収対象区域の決定） 

第５条 市長は，負担金等を徴収しようとするときは，あらかじめ，負担金等を

徴収しようとする区域（以下「徴収対象区域」という。）を定め，これを公告

しなければならない。 

（受益者の申告） 

第６条 前条の規定により公告された徴収対象区域内の受益者は，受益地に関し

て規則で定める事項を市長が定める日までに市長に申告しなければならない。

この場合において，受益者が当該土地について地上権等を有する者であるとき

は，土地所有者の同意を得なければならない。 
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２ 同一の土地について共有等２人以上の受益者があるときは，代表者を定め，

その代表者が前項の申告をしなければならない。 

（負担金等の徴収） 

第７条 市長は，第５条の規定による公告の日における徴収対象区域内の受益者

から負担金等を徴収するものとする。 

（負担金等の納期及び各納期に係る徴収額） 

第８条 負担金等の納期は，次のとおりとし，当該各納期において徴収する負担

金等の額(以下「徴収額」という。)は，第４条の規定により算定した負担金等

の額を４で除して得た額とする。 

第１期 ６月１日から同月末日まで 

第２期 ８月１日から同月末日まで 

第３期 １１月１日から同月末日まで 

第４期 １月４日から同月末日まで 

２ 前項の規定にかかわらず，市長は，年度の途中から負担金等の徴収を開始す

るときその他特別な理由があるときは，納期又は徴収額を別に定めることがで

きる。 

３ 第１項又は前項の規定により定めた徴収額に１０円未満の端数があるときは，

その端数金額は，最初の納期に係る徴収額に合算するものとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず，区域外流入に係る土地の受益者分担金は，第４

条の規定により算定した額を一括して徴収するものとする。 

（受益者に変更があった場合の取扱い） 

第９条 第５条の公告の日後，受益者の変更があった場合において，当該変更に

係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは，新たに受益者と

なった者は，従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし，負担金等の

うち当該届出の日までに納期限が到来しているものは，従前の受益者が納付す

るものとする。 

（負担金等の減免） 

第１０条 市長は，特別の事情がある場合において，必要があると認めるときは，

規則で定めるところにより，負担金等を減額し，又は免除することができる。 

（受益者負担金の徴収猶予） 
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第１１条 市長は，次の各号の一つに該当するときは，受益者の申請により，そ

の者の受益者負担金の徴収を猶予することができる。 

(1) 受益者が受益者負担金を納付することが困難であり，かつ，その現に所有

し，又は地上権等を有する土地の状況等により，徴収を猶予することが徴収

上有利であると認められるとき。 

(2) 受益者において災害，盗難その他の事故が生じたことにより，その者が受

益者負担金を納付することが困難であるため，徴収を猶予することがやむを

得ないと認められるとき。 

（延滞金の割合等） 

第１２条 受益者負担金に係る藤沢市税外収入金に関する延滞金条例（昭和３８

年藤沢市条例第２２号）の適用については，同条例第２条及び附則第２項中

「年１４.６パーセント」とあるのは「年１４.５パーセント」とする。 

２ 市長は，受益者が負担金等を納期限までに納付しなかったことについてやむを

得ない事由があると認めるときは，当該負担金等に係る延滞金を減額し，又は

免除することができる。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例（以下「新条例」という。）は，公布の日から施行する。 

 （藤沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び藤沢市公共下水道事業受

益者分担金徴収条例の廃止） 

２ 藤沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和５５年藤沢市条例第

１２号）及び藤沢市公共下水道事業受益者分担金徴収条例（平成１３年藤沢市

条例第３３号）（以下これらを「旧条例」という。）は，廃止する。 

（経過措置） 

３ 新条例の施行の日の前日までに，旧条例の規定によりなされた処分，手続その

他の行為は，それぞれ新条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

４ 藤沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第１０条の規定により単位負

担金額の予定額を基礎として賦課された受益者負担金は，新条例第４条の規定に
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より算出され，賦課された受益者負担金とみなす。 

別表（第４条関係） 

負担区名 １平方メートル当たりの受益者負担金の額 

藤沢 ８０．１６円 

辻堂 ８７．７２円 

江ノ島 ８７．７２円 

羽鳥 １４２．３８円 

石川鍛治山 ５１０．２円 

東部第一 ４６０円 

東部第二 ５１０円 

東部第三 ５２０円 

東部第四 ４７０円 

折戸 ４９５円 

流域 ５１２円 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，公共下水道事業に係る受益者負担金及び受益者分担金

の賦課徴収に関する手続を統一する必要による。 
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議案第１９号  

 

藤沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 

 藤沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

藤沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年藤沢市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第４２条第４項中「特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係

る連携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次のいずれかに該当する」に，

「同号」を「第１項第３号」に改め，同項に次の各号を加える。 

(1) 市長が，児童福祉法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって，特

定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育

認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定

地域型保育の提供の終了に際して，当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育

・保育給付認定保護者の希望に基づき，引き続き必要な教育・保育が提供され

るよう必要な措置を講じているとき。 

(2) 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

 第４２条第５項中「前項」の次に「（第２号に係る部分に限る。）」を加える。 

  附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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提案理由 

 この条例を提出したのは，国が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部が改正されたこ

とに伴い，規定の整備をする必要による。 
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議案第２０号  

 

藤沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

 藤沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次の

ように改正する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

藤沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

藤沢市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第６条第４項中「家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次のいずれかに該当する」に，

「同号」を「第１項第３号」に改め，同項に次の各号を加える。 

(1) 市長が，法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって，家庭的保育

事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置そ

の他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して，利用乳幼児に係

る保護者の希望に基づき，引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要

な措置を講じているとき。 

(2) 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保

が，著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

 第６条第５項中「前項」の次に「（第２号に該当する場合に限る。）」を加える。 

 第３７条第４号中「場合」の次に「又は保護者の疾病，疲労その他の身体上，精

神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」

を加える。 
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 附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，国が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準の一部が改正されたことに伴い，規定の整備をする必要による。 

 



- 42 - 
 

議案第２１号  

 

藤沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

 藤沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

藤沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年藤沢市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第３項中「指定都市」の次に「若しくは同法第２５２条の２２第１項の

中核市」を加える。 

 附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，国が定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準の一部が改正されたことに伴い，規定の整備をする必要による。 
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  議案第２２号  

  

藤沢市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料

水の確保に関する条例の一部改正について 

藤沢市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に

関する条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

  

 

藤沢市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料

水の確保に関する条例の一部を改正する条例 

藤沢市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保

に関する条例（平成１７年藤沢市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

題名中「小規模受水槽水道」を「小規模貯水槽水道」に改める。 

第１条中「小規模受水槽水道」を「小規模貯水槽水道」に改める。 

第２条第３号中「小規模受水槽水道」を「小規模貯水槽水道」に，「以下「受水

槽」を「第１４条第２項において単に「水槽」に改め，同条第６号中「小規模受水

槽水道」を「小規模貯水槽水道」に改める。 

第９条第１項中「１年以内ごとに１回，規則で定めるところにより，定期の」を

「規則で定めるところにより，毎年１回以上定期に」に改める。 

第１０条第２号中「さく」を「柵」に，「又はかぎ」を「鍵」に改める。 

第１２条及び第１３条中「小規模受水槽水道」を「小規模貯水槽水道」に改める。 

第１４条第１項中「小規模受水槽水道」を「小規模貯水槽水道」に改め，同項第

１号中「受水槽」を「水槽」に，「１年以内ごとに１回，」を「毎年１回以上」に

改め，同項第２号中「受水槽」を「水槽」に改め，同項第３号中「におい」を「臭

い」に改め，同条第２項本文中「小規模受水槽水道」を「小規模貯水槽水道」に，

「１年以内ごとに１回，規則で定めるところにより」を「規則で定めるところによ
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り，毎年１回以上定期に」に改め，同項ただし書中「当該小規模受水槽水道の受水

槽」を「当該小規模貯水槽水道の水槽」に改め，同条第３項中「小規模受水槽水道」

を「小規模貯水槽水道」に改める。 

第１５条第１項中「期間」を「期限」に改め，同条第２項及び第３項中「市長の

行う」を「期限を定めて，」に改め，同条第４項中「期間」を「期限」に改め，同

条第５項中「小規模受水槽水道」を「小規模貯水槽水道」に，「期間」を「期限」

に改める。 

第１７条第２項中「小規模受水槽水道」を「小規模貯水槽水道」に改める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，水道法施行規則の一部が改正され，これを参考にして

いる本市の小規模受水槽水道に係る基準を改める必要があることから，所要の改正

をする必要による。 
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議案第２３号  

  

藤沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正について 

藤沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

  

 

藤沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例 

藤沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（平成１７年藤沢市条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項第２号中「第９条第２項」を「第９条第３項」に改める。 

第５条第７号中「第２項」を「第３項」に改める。 

第９条第３項中「前２項」を「第１項又は前項」に改め，同項を同条第４項とし，

同条第２項を同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 浄化槽保守点検業者は，前項の規定により置いた浄化槽管理士に対し，第２条

第２項に定める登録の有効期間ごとに１回以上，浄化槽管理士の資質向上のため

に規則で定める研修を受講させなければならない。ただし，市長が特別な事情が

あると認める場合は，この限りでない。 

第１０条第２項中「第４条第５項」を「第４条第７項」に改める。 

第１２条第１項第４号中「第９条第３項」を「第９条第４項」に改める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，浄化槽法の一部が改正され，浄化槽管理士に対する研

修機会の確保に関する事項を条例で定めることとされたこと等に伴い，所要の改正

をする必要による。 


